
会場使用上の注意

＊会場使用について、次の事項を選手・スタッフ及び応援者に周知徹底し、

当日は会場責任者の指示にしたがって下さい。

１．使用施設等に迷惑をかけないよう、引率責任者は常に配慮すること。

・アップ等の場所は、会場校・周辺住民の迷惑にならない場所で行うこと。

その際、テニスコート・グラウンド、他部の活動場所等には立ち入らないこと。特に会場校の他の部活動の

生徒に対して迷惑をかけるような言動・行動は厳に慎むように各校で指導してください。

・体育館外でのボールの使用は禁止する。ボールを使用すると車に当たる、ガラスに当たる、屋根にのるなど

各中学校に迷惑をかけることがあるので、絶対に使用しないようにすること。

・上下シューズの区別をつける。 ・各チームで出したゴミは、必ず持ち帰って処理すること。

・施設の破損等が起こった場合は、会場責任者にすぐ報告し、当該校で責任を負うこと。

・渡り廊下・校舎の玄関等にシートを敷いて場所を確保し、通行のさまたげになるような行為は絶対にしない

こと。

２．初日の会場は、各中学校をお借りしている。
駐車スペースに限りがあるので、自動車の乗り入れは、各校１台（荷物運搬用 申請した自動車）のみとし、

ワゴン車以下の乗用車とする。マイクロバス等は別の場所を各校で確保すること。中学校校内には原則駐車し

ない。奈良県中体連バレーボール専門部より駐車券を発行します。車のフロントガラス付近に、外から見える

位置に置くこと。

※ 過去の大会でトラブルが発生したり、各校１台のみというのも守っていただけないことがありました。

このようなことが続くと荷物運搬用の各校１台の乗り入れも禁止させていただくことにもなりかねません。

そうならないためにも、別紙の申請のプリントのことを徹底していただくようにお願いします。

３．２００３年より施行されている「健康増進法 第２５条」により、公共施設等における受動喫煙の防止が

定められているので、会場内や学校の敷地内での喫煙は禁止する。

☆上記１～３のことを守れない場合、試合出場を認めませんので、十分ご注意ください。

４．負傷者が出た場合は、会場本部で応急処置は行うが、その後の治療は各チームで対応すること。

５．「置き引き」など、盗難が発生する場合がある。貴重品は代表が預かるか、体から離さず所持し、未然に

防止すること。もし、盗難が発生した場合は、すぐに関係機関と会場責任者に報告すること。

ただし、初期対応はするが、責任は負えないので、事後の対応は各チームで行うこと。

６．１日目の会場に来校の際は、自校の１試合目の設定時間の４５分前（１試合目のチームは８時４５分以降）、

また帰りも最終試合終了後、３０分後には学校を出るようにする。くれぐれも会場校に迷惑をかけないように

する。

７．その他、大会中に不測の事態が起きた場合は、大会本部の指示にしたがうこと。


